
行政文書ファイル管理簿
ガイド ファイル名 保存期間 保存期間満了日 保存期間

満了時の措置 保存場所 媒体の種別 備考

盛岡出張所-選挙担当-その他一般 保存期間が満了した行政文書に係る公文書管理委員会への諮問等に係る報告期限に
ついて １年未満 令和7年 3月31日 廃棄 電子

盛岡出張所-選挙担当-その他一般 定期人事異動に伴う職員情報等の変更、端末等の移設及び年度末等における出勤簿
・超過勤務等の取扱いについて １年未満 令和7年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 県民からの情報提供 １年 令和8年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-不在者投票施設 不在者投票 ３年 令和10年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-異動内申 異動内申 ３年 令和10年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-明るい選挙推進協議会 地域コミュニティフォーラム ３年 令和10年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当 会議・研修等 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-県知事選挙 通知一般 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 選挙立会人を定めるくじ告示 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 紙

盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 事務分担報告 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 事務執行打合せ会 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 供託物 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 出張所長・副所長会議 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 寄附金控除 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 当選証書付与 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 捜査関係事項照会書 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 物品 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 立候補届出等受付 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 立候補届出等説明会 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 諸行事等報告 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 通知文書 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 通称認定 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 選挙会 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 選挙公営 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 選挙運動費用収支報告書 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

備考１　「媒体の種別」項目の「併用」とは、電子文書と紙文書が綴じられているファイルです。
　　２　電子文書については、特段の記載がない限り、庁内ネットワーク等に保存しています。
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盛岡出張所-選挙担当-県議会議員選挙 選挙長等内申及び事務従事職員報告 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-衆議院議員選挙 令和６年度衆議院議員選挙 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-参議院議員選挙 令和６年度補欠選挙 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-参議院議員選挙 令和７年度参議院議員選挙 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-選挙一般 照会・回答 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-選挙一般 通知等 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-明るい選挙推進協議会 その他会議・研修等 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-明るい選挙推進協議会 明るい選挙啓発ポスターコンクール ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-明るい選挙推進協議会 明るい選挙啓発授業 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-明るい選挙推進協議会 明るい選挙推進研修 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-明るい選挙推進協議会 明るい選挙推進研修 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

盛岡出張所-選挙担当-明るい選挙推進協議会 通知一般 ５年 令和12年 3月31日 廃棄 併用

備考１　「媒体の種別」項目の「併用」とは、電子文書と紙文書が綴じられているファイルです。
　　２　電子文書については、特段の記載がない限り、庁内ネットワーク等に保存しています。
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